
○那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する規則
平成5年4月1日

規則第19号
(趣旨)

第1条　この規則は、那覇市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例(平成5年那覇市条例第15号。以下「条例」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める適正処理困難一般廃棄物)

第2条　条例第2条第3号に規定する適正処理が困難な一般廃棄物で規則で定めるものは、別表のとおりとする。
(一般廃棄物処理計画)

第3条　一般廃棄物処理基本計画は、一般廃棄物の処理についての基本方針、目標年次、排出状況、処理主体及び処理計画について策定し、告示するものとする。
2　一般廃棄物処理実施計画は、一般廃棄物の処理について、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として、一般廃棄物の種類別にその収集、運搬及び処分の方法
その他処理に必要な計画を定め、事業年度の初めに告示するものとする。

3　前2項の計画に著しい変更があった場合は、その都度告示するものとする。
4　前3項の告示は、那覇市公報により行うものとする。
(市長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲)

第4条　条例第22条で規定する市長が運搬の場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日に排出する量が250キログラム又は1立方メートル
以上のものとする。
(市民が排出する多量の一般廃棄物)

第5条　条例第23条で規定する規則で定める多量の一般廃棄物は、引っ越し等により排出されたものとする。
(市長が指定する者)

第6条　条例第23条の2に規定する市長が指定する者は、市の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者とする。
(資源化物収集運搬禁止行為指導員)

第7条　条例第35条及び第36条に規定する過料の処分に係る事務その他の資源化物の収集又は運搬の禁止に関する事務を行わせるため、資源化物収集運搬禁止行為指
導員(以下「指導員」という。)を置く。

2　指導員は、市長が任命する。
3　指導員は、第1項の事務に従事するときは、資源化物収集運搬禁止行為指導員証(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな
い。
(勧告)

第8条　条例第23条の3第2項の勧告は、資源化物収集運搬禁止行為是正勧告書(第2号様式)を交付することにより行うものとする。
(命令)

第9条　条例第23条の4各項の規定による命令は、資源化物収集運搬禁止行為是正命令書(第3号様式)を交付することにより行うものとする。
(弁明の機会の付与)

第10条　市長は、条例第35条及び第36条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、告知書(第4号様式)により、その
旨を告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。

2　前項の弁明は、市長が特に口頭で行うことを認める場合を除き、弁明書(第5号様式)を提出して行わなければならないものとする。
(過料処分)

第11条　条例第35条及び第36条の規定により過料の処分をしようとするときは、資源化物収集運搬禁止行為過料処分書(第6号様式)を交付することにより行うものと
する。

2　前項に規定する過料の納期限は、当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。
(事前協議を要する共同住宅等)

第12条　条例第24条で規定する規則で定める共同住宅は、5戸以上の共同住宅とする。
2　条例第24条の規定による事前協議をしようとする者は、共同住宅建設時の事前協議書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
3　市長は、前項の協議書の提出があった場合において、その協議が調ったときは、共同住宅建設時の事前協議済証(第8号様式)を交付するものとする。
(大規模事業所等)

第13条　条例第25条に規定する規則で定める大規模事業所又は建築物は、次のとおりとする。
(1)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2)　500平方メートルを超える店舗面積(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。)を有する
店舗

(3)　医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(4)　その他市長が指定する事業所又は建築物
(一般廃棄物減量化計画等の届)

第14条　条例第25条に規定する一般廃棄物の減量化計画の届出は、大規模事業所等の一般廃棄物減量化計画書(第9号様式)により、毎年2月末日までに行わなければ
ならない。

2　条例第25条に規定する一般廃棄物管理責任者の選任の届出は、一般廃棄物管理責任者選任・解任届(第10号様式)により行わなければならない。
(一般廃棄物減量化計画作成等勧告書)

第15条　条例第26条第1項の規定による勧告は、一般廃棄物減量化計画(作成・実施)・一般廃棄物管理責任者選任勧告書(第11号様式)により行うものとする。
(事業者の特別管理一般廃棄物処理状況の報告)

第16条　事業活動に伴い特別管理一般廃棄物を排出する事業者は、特別管理一般廃棄物の処理状況の報告を特別管理一般廃棄物処理状況報告書(第12号様式)によ
り、毎年2月末日までに行わなければならない。
(特定家庭用機器廃棄物収集運搬料金)

第17条　条例別表の2,625円以内で規則で定める額は、次のとおりとする。
(1)　250リットル以上の内容積を有する電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の廃棄物　2,000円
(2)　その他の特定家庭用機器廃棄物　1,500円
(回収再資源化料金の定めのないパーソナルコンピュータの収集運搬等手数料)

第18条　条例別表の回収再資源化料金との均衡を考慮して規則で定める額は、次のとおりとする。
(1)　デスクトップ型パーソナルコンピュータ本体　4,200円
(2)　ノートブック型パーソナルコンピュータ　4,200円
(3)　ブラウン管式ディスプレイ　5,250円
(4)　ブラウン管式一体型パーソナルコンピュータ　5,250円
(5)　液晶ディスプレイ　4,200円
(6)　液晶ディスプレイ一体型パーソナルコンピュータ　4,200円
(手数料の減免申請)

第19条　条例第29条の規定による一般廃棄物処分等手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処分等手数料減額・免除承認申請書(第13号様式)を市
長に提出しなければならない。

2　市長は、前項の申請に対し一般廃棄物処分等手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に一般廃棄物処分等手数料減額・免除承認書(第14号様式)を交
付するものとする。

3　市長が特別の事情があると認めるときは、第1項の申請書の提出及び前項の承認書の交付を省略することができる。
(手数料の徴収方法)

第20条　条例第30条に規定する手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1)　市が収集する一般廃棄物の処理に係る手数料については、市の指定するごみ袋、粗大ごみ処理券又は適正処理困難物処理券を交付する際、現金を徴収する。
(2)　一般廃棄物(し尿又は浄化槽汚泥)の処分に係る手数料については、1月ごとにまとめて、搬入の日の属する月の翌月の末日までに納入通知書により徴収す
る。

(3)　特定家庭用機器廃棄物の収集運搬及び使用済パーソナルコンピュータ(事業活動に伴って生じたものを除く。)の収集運搬等に係る手数料については、受付の
際、納入通知書により徴収する。

2　市長が適当と認めるときは、前項に規定する方法以外の方法により手数料を徴収することができる。
3　市長は、第1項第1号の徴収事務を私人に委託することができる。
(ごみ袋等の規格)

第21条　前条第1項第1号のごみ袋、粗大ごみ処理券及び適正処理困難物処理券の規格は、次のとおりとし、市章その他必要な文字を記入するものとする。

区分 規格(単位　ミリメートル)

縦 横

指定ごみ袋　大(取っ手付き) 860(取っ手部分を含む。) 670(まち部分を含む。)

指定ごみ袋　大 800 650

指定ごみ袋　中(取っ手付き) 780(取っ手部分を含む。) 500(まち部分を含む。)

指定ごみ袋　中 700 500

指定ごみ袋　小(取っ手付き) 650(取っ手部分を含む。) 400(まち部分を含む。)

指定ごみ袋　小 600 400

指定ごみ袋　特小 500 350

粗大ごみ処理券及び適正処理困難物処
理券

70 140
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(身分を示す証明書)
第22条　条例第32条第2項に規定するその身分を示す証明書の様式は、第15号様式のとおりとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請書)

第23条　法第7条第1項又は第2項の許可又は許可の更新に係る申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第16号様式)により行わなければならない。
2　法第7条第6項又は第7項の許可又は許可の更新に係る申請は、一般廃棄物処分業許可申請書(第17号様式)により行わなければならない。
3　法第7条の2第1項の許可に係る申請は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第18号様式)により行わなければならない。
(運搬施設等の検査)

第24条　前条の規定による申請を行った者は、業務に使用する運搬施設、処理施設等について市長が行う検査を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証)

第25条　市長は、第23条第1項の規定による申請に対し許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第19号様式)を交付するものとする。
2　市長は、第23条第2項の規定による申請に対し許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(第20号様式)を交付するものとする。
3　市長は、第23条第3項の規定による申請に対し許可をしたときは、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可証(第21号様式)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理業廃止変更届)

第26条　法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届(第22号様式)により行わなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第27条　第25条に規定する許可証の交付を受けた一般廃棄物の収集運搬業者又は処分業者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を亡失又は破損したときは、
一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(第23号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の掲示)

第28条　処理業者は、事業所の見やすい場所に許可証を掲示しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)

第29条　浄化槽法第35条第1項の許可に係る申請は、浄化槽清掃業許可申請書(第24号様式)により行わなければならない。
2　前項の規定による申請を行った者は、業務に使用する器具等について、市長が行う検査を受けなければならない。
3　市長は、第1項の規定による申請に対し許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(第25号様式)を交付するものとする。
(浄化槽清掃業許可申請書記載事項変更届)

第30条　浄化槽法第37条の規定による届出は、浄化槽清掃業許可申請書記載事項変更届(第26号様式)により行わなければならない。
(浄化槽清掃業廃止等届)

第31条　浄化槽法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃止等届(第27号様式)により行わなければならない。
(浄化槽清掃業の許可証の再交付)

第32条　第29条第3項に規定する許可証の交付を受けた浄化槽清掃業者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、当該許可証を亡失又は破損したときは、浄化槽清掃業
許可証再交付申請書(第28号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(業務実績の報告)

第33条　処理業者及び浄化槽清掃業者は、市長の指示するところにより、業務の実績を市長に報告しなければならない。
(処理業者等の遵守義務)

第34条　処理業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)　許可証を第三者に譲渡又は貸与しないこと。
(2)　自己の名義をもって第三者にその事業をさせないこと。
(3)　その他許可証に記載する事項
(許可証の返還等)

第35条　処理業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1)　事業を廃止したとき、又は事業の有効期間が満了したとき。
(2)　事業の許可を取り消されたとき、又は事業の停止処分を受けたとき。

2　市長は、前項第2号の事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付するものとする。
(その他)

第36条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付　則

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第8条から第17条までの規定は、平成5年10月1日から施行する。
2　この規則の施行前に市長に提出された申請書等は、この規則の相当規定に基づく申請書等とみなす。

付　則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付　則(平成13年3月1日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付　則(平成13年7月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成13年12月25日規則第49号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付　則(平成16年1月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付　則(平成16年3月1日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付　則(平成16年3月29日規則第6号抄)
1　この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付　則(平成16年5月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成16年8月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成17年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

付　則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10号様式及び第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

付　則(平成20年3月28日規則第22号)
1　この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第16条の3の改正規定は、公布の日から、第5条の次に5条を加える改正規定(第10条に係る部分に限る。)、
第12条の前に1条を加える改正規定及び付則の次に6様式を加える改正規定(第4様式、第5様式及び第6様式に係る部分に限る。)は、平成20年7月1日から施行する。

2　那覇市規則に規定する様式における押印の取扱いの特例に関する規則(平成7年那覇市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

3　この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
付　則(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。
付　則(平成24年12月28日規則第70号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付　則(平成27年10月2日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5号様式、第7号様式から第14号様式まで及び第16号様式から第28号様式までの改正規定は、公布の日から
施行する。

付　則(平成28年3月29日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付　則(平成29年12月28日規則第36号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第19号様式から第21号様式まで及び第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

付　則(令和元年9月30日規則第14号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第25号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

付　則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
適正処理困難一般廃棄物

区分 品目の例示

総重量が極めて重いもの又は体積若しくは容積が極めて大きいもの ボート、屋上タンク、浄化槽、看板、ピアノ、自動車、農業用車
両及び機械

圧縮処理又は破砕処理に困難をきたすもの タイヤ、原動機付自転車、自動二輪車

腐食性、引火性、爆発性、有毒性等により施設を損傷するおそれが
あり、作業上危険を生じ、又は安全衛生上支障を生じるもの

バッテリー、消火器、ガスボンベ、火薬類、塗料、廃油、劇薬、
農薬、焼却灰

有害物質を含有しているものでその有害性を除去することが困難な
もの

ボタン型乾電池

第1号様式(第7条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000465.html?id=j32_k2
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000879
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000885
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000894
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000903
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000420
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000424
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000909
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000429
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000915
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000435
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000921
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000927
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000447
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000933
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000939
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000491
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000491
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000948
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000954
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000960
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000499
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000966
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000556
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000559
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000080
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000142
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00000466.html#e000000251
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00002246.rtf


第2号様式(第8条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00002247.rtf


第3号様式(第9条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00010415.rtf


第4号様式(第10条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00006462.rtf


第5号様式(その1)(第10条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009716.rtf


第5号様式(その2)(第10条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009717.rtf


第6号様式(第11条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00010416.rtf




第7号様式(第12条関係)

第8号様式(第12条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009718.rtf
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009719.rtf


第9号様式(第14条関係)

第10号様式(第14条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009720.rtf
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009721.rtf


第11号様式(第15条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009722.rtf


第12号様式(第16条関係)

第13号様式(第19条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009723.rtf
https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009724.rtf


第14号様式(第19条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009725.rtf


第15号様式(第22条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00002261.rtf


第16号様式(第23条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00013157.rtf


第17号様式(第23条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00013160.rtf


第18号様式(第23条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009728.rtf


第19号様式(第25条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00011230.rtf


第20号様式(第25条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00011231.rtf


第21号様式(第25条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00011232.rtf


第22号様式(第26条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009732.rtf


第23号様式(第27条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009733.rtf


第24号様式(第29条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00013159.rtf


第25号様式(第29条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00012441.rtf


第26号様式(第30条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009736.rtf


第27号様式(第31条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009737.rtf


第28号様式(第32条関係)

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/word/q902FG00009738.rtf



